
都城市監査委員

令 和 ５ 年 度

都城市基金運用状況審査意見書





 
 

 

 

    地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 241 条第５項の規定により、令和５年

度における各基金の運用状況を示す書類について審査した結果、次のとおり、意

見を付する。  
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令和５年度 都城市基金運用状況審査意見 

 

 

第１ 審査の種類 

  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「自治法」という。）第 241 条第５項に基

づく基金の運用状況審査 

 

第２ 審査の対象 

  令和５年度における審査の対象は、次のとおりである。 

① 令和５年度 都城市土地開発基金 

②    同   都城市奨学資金貸付基金 

 

第３ 審査の期間 
  令和６年６月 19 日から同年８月６日まで 

 
第４ 審査の主眼及び方法 

  審査に付された各基金運用状況報告書及び関係書類について、都城市監査基準（令

和元年度都監委訓令第１号）に基づき、審査した。 

審査に当たっては、①運用状況報告書が自治法その他関係法令に則して作成されて

いるか、②基金の運用状況に関する計数は正確か、③基金は設置目的に沿って有効に

運用されているかなどに主眼を置き、各基金運用状況報告書と関係帳簿及び証書類と

の照合・確認を行うとともに、必要に応じて関係職員の説明及び関係資料の提出を求

めるなどの方法により、実施した。 
 
第５ 審査の結果 

  審査に付された各基金運用状況報告書は、いずれも関係法令に準拠して作成されて

いた。また、計数について関係帳簿と照合した結果、いずれも基金の額と符合し、正

確であると認められた。 
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第６ 審査意見 

 １ 土地開発基金 

 （１）本基金の現状 

   本基金は、市が公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得す

る必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図ること

を目的に、自治法第 241 条第１項の規定に基づき設置されたものである（都城市土

地開発基金条例（平成 18 年条例第 81 号）第１条）。 

   本基金の額は、17 億 4,109 万 7,000 円である（同条例第２条第１項）。 

   本基金の本年度末現在高は、預金 1,279,839,251 円及び貸付金 461,257,749 円で

ある。 

   なお、基金運用上生じた預金利子 209,227 円については、一般会計の歳入（基金

運用収入）として計上されている。 

 

 （２）本基金の問題点 
   本基金は、定額の資金を運用するための基金である（自治法第 241 条第１項）。本

基金は、前述のとおり、土地をあらかじめ
．．．．．

取得するための基金である。しかし、平

成 18 年（１市４町合併）以降の基準地価をみてみると図１のとおり下落傾向にあり、

基金を利用して土地をあらかじめ
．．．．．

取得する（都城市土地開発基金管理規則（平成 18

年規則第 70 号）第６条参照）というメリットはない。 

   土地の取得について過去 10 年間の推移をみてみると図２のとおりであり、平成

26 年度に取得した（22,876,639 円）以外は運用していない。 

   また、基金の運用（上記条例第３条）としての土地開発公社への貸付け（上記規

則第４条第２項）について過去 10 年間の推移をみてみると図２のとおりである。 

   本基金は、平成 28 年度以降は土地取得又は新規貸付けの実績はなく、その設置目

的に沿った運用は行われていない。 

 

土地開発基金運用状況 

（単位：円） 

区 分 前年度末現在高 
本年度中増減高 

本年度末現在高 
増  加 減  少 

預 金 1,279,839,251 209,227 209,227 1,279,839,251 

土 地 0 0 0 0 

貸 付 金 461,257,749 0 0 461,257,749 

合  計 1,741,097,000 209,227 209,227 1,741,097,000 
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図１  基準地価（都城駅周辺）の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

図２  土地開発基金運用状況の推移 
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 ２ 奨学資金貸付基金 

 （１）本基金の現状 

   本基金は、都城市奨学金条例（平成 18 年条例第 304 号）により、高等学校生及び

高等専門学校生に貸与する奨学金に充てることを目的に、自治法第 241 条第１項の

規定に基づき設置されたものである（都城市奨学資金貸付基金条例（平成 18 年条例

第 305 号）第１条）。 

   本年度末現在高は、預金及び貸付金ともに０円である。 

   なお、本基金は、令和４年度から公益財団法人都城育英会による「都城三股みら

い応援奨学金」の運用が開始されたこと等を受け、令和６年３月 31 日をもって廃止

された（令和６年条例第 11 号）。 

   廃止に伴い、本基金に属していた預金については、一般会計へ繰入れの後、「都城

市こども基金」（子育て支援施策の充実を図るため、平成 20 年条例第 17 号により設

置）への積立てにより処理され、また、貸付金については、一般会計による債権管

理へ移行した。 

 

 

奨学資金貸付基金運用状況 

（単位：円） 

区  分 前年度末現在高 
本年度中増減高 

本年度末現在高 
増  加 減  少 

預  金 95,699,426 747,000 96,446,426 0 

貸 付 金 3,230,000 240,000 3,470,000 0 

合  計 98,929,426 987,000 99,916,426 0 
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